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現
代
フ
ラ
ニ/

ス
持
働
政
策
史
の

一
劃
期

1
1
1人
民
戦
線
政
府
の
も
と
に
お
け
る
強
制
仲
裁
制
度
の
成
立
1

ー

向

井

喜

典

序

設

*
 

「
平
和
、
と
自
由
と
パ
ン
白
た
め
の
人
民
戦
線
」
運
動
(
同
・
匂

3
・
)
を
基
盤
に
成
立
し
た
一
九
三
六
年
の
プ
ル
ム
内
閣
の
帥
労
働
政
策
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い

τは
ま
己
乙
に
劃
期
的
訟
も
D
て
あ
り
、
三

0
年
代
は
じ
め
か

b
心
経
済
危
機
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
脅
威
に
抗
し
て
統

一
と
囲
結
士
強
化
し
て
来
た
此
園
の
勢
働
組
合
運
動
白
護
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
も
り
で
あ
っ
た
。
モ
れ
は
な
に
工
り
も
、
同
内
閣
成

立
後
三
一
週
間
を
出
ず
し
て
次
々
と
制
定
さ
れ
た
週
四
十
時
間
勢
働
制
、
年
二
週
間
有
給
休
暇
制
、
闇
醐
間
協
約
制
度
改
革
な
ど
に
闘
す
る

一
蓮
白
持
働
保
護
お
よ
び
圏
結
保
障
立
法
の
質
施
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
が
弊
働
者
階
級
の
主
導
に
よ
り
此
内
閣
の
政
策

白
最
高
規
範
た
る
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
た
つ
人
民
戦
線
綱
領
」
に
基
く
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
ふ
ま
ぞ
も
な
い
。

ホ

丈
献
9
ス
ト
(
本
稿
京
昆
)
の
呑
肢
を
一
取
す
。
な
お
、
ベ

1
ジ
故
は
、
罫
用
政
宇
は
洋
書
、
模
ハ
ザ
は
邦
諜
の
そ
れ
を
一
ポ
ナ
ロ
以
下
同
亡
。

だ
が
、
此
園
白
勢
働
者
階
級
主
し
て
「
フ
ラ
ン
ス
第
働
運
動
史
上
最
大
白
勝
利
」

(
C
G
1
書
記
長

L
・
ジ
ユ
オ

T
)

と
誕
散
さ
せ
た
プ

ル
ム
内
閣
持
働
政
策
D

一
環
と
し
て
、
前
記
諸
立
法
と
は
全
く
性
格
を
具
に
す
る
一
つ
白
、
し
か
も
割
目
す
べ
き
政
策
が
質
施
さ
れ
た

現
代
フ
ラ
ン
ス
持
働
政
策
且
の
一
割
期

第
七
十
大
谷

f又

第

量定



現
代
プ
ラ
ン
ス
捧
働
政
策
史
O

一
割
舟

第
七
十
六
巻

j、
四

君主

蛇

こ
と
を
知
ら
ね
ば
た
ら
な
い
。
姿
本
主
義
白
一
般
的
危
機
白
段
階
に
治
け
る
勢
費
関
係
の
「
強
制
的
和
解
」
策
、
し
た
が
っ
て
圏
結
保

障
立
法
の
危
機
的
時
落
形
態
の
典
裂
的
表
現
と
い
わ
れ
る
強
制
仲
裁
制
度
の
成
立
が
、
同
年
一
一
一
月
三
一
日
法

(
F
E
E
日
常
。

Eヴ

B

H
B白
書
宮
司
君
E
R
E
骨

B
E
E
S
H
5
2
凸

d
E
2品
。
品
目
1
2
2ロ
由
民
伊
豆
-
n
Z
F
E
E
4
E
M【
)
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
こ
モ
、
こ

れ
て
あ
る
。
「
人
民
敵
線
綱
領
」
は
も
と
も
と
此
制
度
の
成
立
を
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
。
乙
れ
が
闘
家
権
力
に
よ
る
最
も
直
接
的

(
拘
束
的
)
た
第
働
争
議
調
整
(
争
議
行
需
に
劃
す
る
園
家
権
力
の
支
配
介
入
)
政
策
を
意
味
ナ
る
限
り
、
「
十

y
ジ
カ
リ
ス
ム
は
費

ホ

*

本
の
波
牧
に
よ
っ
て
の
み
質
現

L
う
る
究
卒
去
る
解
放
を
準
備
し
、
そ
の
賀
行
方
法
と
し
て
ゼ
、
早
ス
ト
を
稀
揚
す
る
も
白
て
あ
る
」
と

の
、
此
園
白
勢
働
者
階
紐
白
惇
統
酌
規
範
意
識
と
民
向
か
ら
樹
立
す
る
の
は
営
然
で
あ
っ
た
。
じ
じ
っ
液
晶
弔
の
闘
い
は
、

一
九

O
O年

の
ワ
ル
デ
ッ

F
I
ル
ソ

l
法
案
以
来
幾
度
か
の
担
制
仲
裁
制
賀
施
白
や
固
を
悉
く
挫
折
さ
せ
つ
づ
け
て
来
た
。
彼
b
u
杢
園
的
中
央
組

織
た
る
フ
ラ
ン
ス
勢
働
綱
同
盟
C
G
T
2
0
D
H
E
S
Z
S
D
E
か
邑
o
E
4
E
-
4一
色
)
は
、
肢
に
一
九

O
六
年
第
九
回
大
合
決
議
に
お
い
て
、

キ

*

本

現
制
仲
裁
制
度
と
は
「
第
働
組
令
運
動
D
稜
展
軒
阻
止
し
、
努
働
者
の
罷
業
構
を
剥
奪
す
る
」
武
器
だ
と
官
一
一
目
し
て
い
た
(
戸
匂
寸
印
)
。

と
の
規
定
は
そ
の
後
も
一
貫
し
、
さ
ら
に
一
九
一
一
三
年
以
後
C
G
T
と
扶
を
分
っ
た
共
産
品
午
義
系
持
働
者

1
統
一
持
働
綱
同
盟
C
G
T

U
(円宮内
b
t
s
r自
の
宮
古
-
o
E
↓BJE-
口
E
E
O
)
の
如
き
は
、
強
制
調
停
の
賞
施
を
さ
え
不
営
た
岡
家
干
渉
ぜ
あ
る
と
概
度
に
反
劃

し
つ
づ
け
て
世
界
た
(
阿
国
司
民
俗
え
る
。
然
る
に
一
九
三
六
年
、

7

ラ
Y

ス
に
治
け
る
強
制
仲
裁
制
度
白
成
立
は
、
他
な
ら
た
い
彼
等
第

働
者
階
殺
の
鹿
倒
的
支
持
を
背
景
と
し
た
プ
ル
ム
人
民
戦
線
内
閣
に
上
っ
て
寅
現
さ
れ
た
の
て
あ
る
。
し
か
も
己
れ
が
、
後
に
誼
ベ
る

如
く
、
勢
働
者
階
級
と
く
に
奮
C
G
T
U
系

(
C
G
T
U
は
、
一
九
三
六
年
早
春
、

C
G
T
と
完
圭
に
合
同
L
解
散
さ
れ
て
い
た
。
第
一
節
参
照
。
)

、
、
、

の
左
翼
指
道
者
白
主
拍
車
に
よ
る
資
践
的
要
請
を
契
機
(
凶
口
H

唱
己
)
と
し
て
、
質
現
吉
れ
た
も
の
友
る
こ
と
を
知
る
と
き
、

態
の
複
雑
且
つ
逆
説
的
左
性
格
忙
常
惑
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
モ
れ
は
、

入
は
事

一
一
個
に
金
い
て
は
絶
来
の
惇
統
的
樺
利
感
情
を
放
郷



し
て
の
勢
働
者
階
紋
白
「
反
鋒
働
者
的
立
法
」
の
要
求
て
あ
り
、
他
国
に
あ
い
て
は
政
策
規
範
に
背
反
し
て
の
政
策
形
成
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。強

制
仲
裁
制
度
は
、
資
本
正
義
の
一
般
的
危
掛
段
階
に
お
け
る
掛
働
串
議
調
整
策
と
し
て
、
世
曾
平
和

1
産
業
平
和
の
強
制
的
疎
保
を
目
的
と
し

て
成
立
す
る
ω

な
お
、
強
制
仲
裁
制
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
野
村
平
爾
致
投
「
強
制
仲
裁
制
の
再
検
討
し
(
勢
働
問
題
研
究
第
四
O
慣
)
参
服
。

*
*
ア
ラ
ン
λ

労
働
総
同
盟

(
C
G
T
)

の
「
ア
ミ
ア
ン
憲
事
」
令
官
民
円
〉
宮
戸
何
回
)
の
一
勧
。
こ
の
讃
章
町
、
一
九
O
六
年
の
大
令
に
布
い
て
掠

得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
傍
働
組
告
運
動
の
基
本
的
性
格
は
と
こ
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

:
*
フ
一
フ
シ
ス
同
和
吋
る
サ
ン
ジ
方

9
1
2槌
業
訴
の
形
成
過
程
主
そ
の
特
質
に
つ
い
て
は
、

H
L
O
P
E
S
E
-
-
F
E
E
R
i
-
-
T

E
E
自
明
日

5
5
8
3
u
g
g
参
問
。
こ
こ
で
は
紙
数
町
制
約
よ
、
紹
介
山
車
な
い
。
精
、

C
G
1
第
九
回
士
宮
の
そ
れ
と
前
後
し
て

ジ
ャ
ッ
・
ジ
ョ
レ
λ

を
中
心
ー
と
す
る
若
干
の
組
合
幹
部
が
、
労
働
者
の
掘
さ
を
理
由
忙
、
強
大
な
資
本
試
に
針
抗
す
る
た
め
国
家
の
捷
帥
を
う
る
手

段
之
し
て
、
強
制
仲
裁
制
に
好
意
を
有
す
る
と
し
て
い
る
の
は
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
|
1
i
H
E
官弓
F

E

E

一2
2
5
8
宮

E
S

岱
】

crEsmoor-H唱
E
R
A
P
E自
由

E
E
H再
開

V
H
E
H・
宅
'
E∞l
E∞

か
か
る
逆
説
的
事
態
は
如
何
に
し
て
必
然
化
さ
れ
た
か
。

* 

一
九
三
六
年
強
制
調
停
仲
裁
訟
の
規
定
す
る
政
質
構
迭
は
、
プ
ル
ム
人
民

験
線
政
府
勢
働
政
策
目
杢
盟
系
自
在
か
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
か
。

本
稿
は
、
こ
の
問
題
を
、
か
か
る
政
策
形
成

l
立
法
要
求
の
た
め
白
政
治
的
決
断
が
治
か
れ
た
問
題
欣
況
の
歴
史
的
社
合
構
造
と
、

政
府
治
主
ぴ
勢
働
組
合
指
事
者
り
直
面
し
た
賓
践
的
課
題
と
そ
れ
へ
り
遁
際
態
度
と
り
具
躍
的
温
跡
を
遁
じ
て
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
問
題

ω性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
人
民
戦
線
運
動
に
沿
げ
る
捺
働
者
階
級
D
役
割
、
そ
の
指
潜
と
同
盟
の
関

係
に
若
干
力
黙
を
お
い
た
。
だ
が
制
定
さ
れ
た
新
し
い
強
制
仲
裁
川
西
山
構
鐙
と
モ
の
運
瞥
に
つ
い
て
は
、
問
題
鮪
を
示
す
に
と
ど
め
た
。

一
、
人
民
戦
線
運
動
の
稜
展
と
勢
働
争
議

現
代
ア
ラ
ン
λ

勢
働
政
策
良
の
一
割
期

第
七
十
六
巻

A 

王

第

五虎



現
代
フ
ラ
ン
ス
第
働
政
策
且
の
一
割
期

第
市
十
六
巻

八
六

第

告主

四

フ
ラ
ン
ス
の
人
民
戦
線
運
動
は
、

一
九
三
一
一
年
に
此
閣
に
波
及
し
た
世
界
経
済
恐
慌
を
契
機
に
擾
頭
し
た
7

7
シ
ズ
ム
白
脅
威
陀
抗

じ
て
、
共
和
制
の
民
主
主
義
的
支
配
秩
序
の
擁
護
と
平
和
・
自
由
・
パ

Y

の
確
保
と
の
た
め
に
、
一
九
ゴ
一
四
年
か
ら
一
二
八
年
に
か
け
て
、
と

く
に
共
産
禁
の
懸
命
な
指
道
の
も
と
に
展
開
し
た
。
そ
れ
は
努
働
者
階
級
の
統
一
と
努
働
者
階
級
と
中
間
居
の
同
盟
と
を
基
軸
と
ナ
る
。

「
確
貨
に
7

7

7
ズ
ム
を
敗
北
さ
せ
る
た
め
に
は
〔
努
働
者
階
級
白
聞
の
U

同
盟
を
拡
大
し
、
中
間
屠
に
棋
大
し
た
け
れ

J
4
か
で
も
、

ば
た
b
な
い
」

(
同
司
虫
)
と
む
共
産
出
馬
白
提
唱
に
臆
え
て
、

の
た
め
に
C
G
T
と
り
完
全
た
合
同
を
寅
現
し
た
と
き
、
此
運
動
は
前
訟
に
輝
や
か
し
い
光
明
を
閣
内
え
ら
れ
た
。

九
三
一
六
年
三
月
、
共
産
系
の
C
G
T
U
が
勢
働
者
階
級
の
統
一
強
化

「
今
や
新
し
い
朝
は

明
け
る
。
そ
の
光
は
閣
を
追
い
は
ら
い
つ
つ
輝
や
い
て
い
る
。
己
の
光
の
中
て
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
白
解
放
を
議
行
す
る
と
と
も

ネ

ネ

に
、
世
界
を
自
由
に
し
よ
う
」
(
岡
。
噂
∞
)
と
の
C

G

T
書
記
長
。
ι
オ
!
心
一
言
葉

(E官
4
F
E
E
F
H
g
p
)
己
そ
は
、
再
合
同
C

G

T
百
高
田
組
織
勢
働
者
の
希
望
正
確
信
士
示

T
も
白
で
あ
ろ
う
。
努
働
者
階
級
の
統
一
が
、
そ
し
て
第
働
者
階
級
と
中
間
唐
と
の
同

県
が
新
し
い
段
階
に
登
展
し
た
白
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
曾
・
共
産
雨
黛
を
中
心
と
す
る
人
民
戦
線
沃
諸
政
黛
の
結
束
を
強
化
し
た
。

本
第
一
女
大
戦
中
に
お
け
る
C
G
T
白
改
良
主
義
化
に
民
封
し
た
人
た
ち
に
よ
一
日
て
一
九
二
二
年
に
C
G
T
U
っ
く
ち
る
。
分
裂
官
時
は
C
G
T
五

五
高
、

C
G
T
U
玉
O
高
と
い
は
れ
一
し
い
た
(
〈
口
問
V
H
O
@
)

が
、
一
九
三
五
年
に
C
G
1
七
五
両
五
千
、

C
G
T
U
二
三
高
。
一
九
三
六
年
に

お
け
る
再
合
同
に
ょ
う
て
C
G
T
は
百
寓
の
組
織
野
働
者
を
有
す
る
に
豆
っ
た
。
(
回
同
γ
凶
昨
日
日
)

此
年
凶
月
末
の
下
院
選
暴
に
お
け
る
社
共
闘
撲
の
座
倒
的
勝
利
、

線
」
連
合
に
封
す
る
「
人
民
散
総
」
連
合
D
完
全
な
凌
駕
と
し
て
、
運
動
D
成
果
が
確
認
さ
れ
た
と
き
、
覆
い
が
た
さ
に
ま
で
達
し
た
。

昂
揚
す
る
弊
働
者
階
級
白
意
気
と
確
信
は
、

右
翼
の

「
園
民
戦

新
し
い
政
府
は
嘗
然
、
第
一
議
た
る
社
合
集
を
首
班
と
し
、
人
民
連
合
白
選
暴
綱
領
且
つ
行
動
綱
領
た
る
1

人
民
戦
線
網
領
」
を
最
高

政
策
規
範
と
す
る
も
白
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
モ
れ
は
持
働
者
階
級
に
却
し
い
社
命
秩
序
白
指
導
者
と
し
て
白
地
位
を
保
障
す
る
で



あ
ろ
う
。
だ
が
今
世
紀
初
頭
以
来
約
一

=
0年
に
亙
る
金
進
社
曾
紫
白
政
治
機
構
支
配
の
下
に

b
w
て
、
屡
々
、
左
翼
的
一
言
辞
す
以
て
す
る

選
奉
綱
領
・
選
事
活
動
か

b
(巾
央
・
右
祇
正
「
多
数
汲
」
を
結
ん
で
の
)
資
木
擁
護
的
議
舎
活
動
へ
の
「
誌
潮
運
動
」
に
よ
る
幻
滅
の
苦
杯

を
な
め
さ
せ
ら
れ
続
け
て
来
た
第
働
者
大
衆
は
、
新
L
く
成
立
す
べ
き
政
府
に
射
し
で
も
何
故
か
一
抹
の
危
慢
の
念
を
否
み
え
中
広
か
っ

た
(
〈
・
勺
巴
号
)
。
再
び
あ
の
忌
は
し
い
退
潮
運
動
を
繰
返
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
選
患
の
勝
利

rよ
る
有
利
宏
政
治
的
保
件
を
利
用
L

て
、
経
済
恐
慌
と
デ

7
ν
l
y
ョ
ン
政
策
と
に
工
り
失
業
・
賃
金
統
制
等
を
遁
じ
て
強
制
さ
れ
て
来
た
従
来
の
「
貧
困
と
無
機
利
の
朕

態
」
ー
を
打
破
す
る
保
障
と
し
、
己
れ
を
「
既
成
事
質
」
と
し
て
新

b
L
く
成
立
す
べ
き
政
府
に
強
要
す
る
と
と
を
必
要
と
し
た
。

た
る
こ
ろ
に
共
通
由
要
求
が
組
織
さ
れ
出
し
た
。
賃
金
の
調
整
と
引
上
げ
、
務
働
組
合
の
樺
利
、
職
場
委
員
制
、
園
鴨
協
約
、
遡
四
十

時
間
務
働
制
、
有
給
休
暇
と
い
う
ふ
う
に
。
」
(
同
司
日
)
乙
れ
ら
白
要
求
は
賢
汎
た
大
衆
的
統
一
行
動
に
昂
め
ら
れ
、
選
皐
か
ら
二

O
F 寸

レ3

日
bz
経
た
五
月
下
旬
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
勢
働
運
動
史
昼
前
の
大
罷
業
へ
と
護
展
し
た
。
し
か
も
こ
れ
が
、
総
来
と
も
す
れ
ば
努
働
争
議

ホ

在
、
一
経
済
的
自
由
」
H
『
所
有
槽
」
白
侵
害
と
嫌
悪
し
て
い
た
都
市
・
農
村
の
中
間
屠
の
可
成

U
在
支
持
の
も
と
に
展
開
さ
れ
た
こ
と

「
人
民
戦
線
綱
領
」
の
即
時
質
施
が
五
五
園
民
的
要
求
と
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

は
、
注
目
さ
れ
ね
ば
左
ら
な
円
。
そ
れ
だ
け
に
、

* 

一
九
三
二
年
に
拍
ま
る
農
産
物
債
格
の
下
落
に
よ
っ
て
浸
落
の
運
命
陀
見
舞
は
れ
て
い
た
中
小
農
民
大
企
業
の
「
生
産
費
引
下
げ
」
の
強
行
に
よ

っ
て
市
場
活
動
を
不
可
能
と
さ
れ
て
い
た
中
小
商
工
業
者
な
E
は
、
経
静
的
困
窮
か

ιの
市
踏
を
求
め
て
勢
働
者
忙
大
き
な
期
待
を
上
せ
て
い

た
。
(
古
田
棒
一
致
授
「
近
代
フ
ラ
ン
ス
紅
脅
運
動
且
」
=
一
O
回

三

O
五
一
良
)

「
印
象
的
た
規
律
と
秩
序
を
た
も
つ

τ護
展
ナ
る
L

(
同
三
回
)
罷
業
の
波
は
、
六
月
初
句
に
は
全
国
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
産
業
部
門

白
勢
働
者
約
一
八

O
教
高

1
全
賃
金
持
働
者
の
四
分
白
一
弧
を
動
員
し
門
因
み
に
、
従
掠
最
高
の
罷
業
者
数
は
、
一
九
二
O
年
の
年
間
引
一
、

=
一
二
八
、
五
五
九
唱
で
あ
っ
た
。
可
エ
場
占
擦
(
唱

t
o
Z
R
2
2官、
P
S円
同
盟
百
〕
円
坐
込
み
ス
ト
U

在
る
新
し
い
争
議
戦
術
白
採
用
・
一

現
代
フ
ラ
ン
ス
勢
働
政
策
車
の
一
劃
期

第
七
十
六
巻

戸、

七

第

競

五



現
代
フ
ヲ
ン
ス
勢
働
政
策
且
の
一
割
期

第
七
十
六
巻

ノて、

i'、

第

鵠

中〆、

般
化
と
と
も
に
、
使
用
者
に
数
々
の
経
済
的
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
未
曾
有
の
一
昨
舎
攻
勢
白
動
向
氏
資
本
家
階
級
が
震
憾
さ
れ
恐

怖
し
は
じ
め
た
白
て
あ
る
(
弓
司
呂
)
。
激
化
す
る
勢
働
争
議
は
更
に
、
か
か
る
吐
曾
的
不
安
の
左
か
で
第
一
ニ
共
和
制
百
一
代
目
の
内

閣
(
社
青
葉
1
悲
話
枇
骨
骨
品
の
漣
立
、
共
降
誕
お
よ
び

C
G
T
t
閣
外
協
力
)
を
組
織
し
た
吐
脅
黛
首
ブ
ル
ム
を
行
動
へ
と
騎
り
立
て
た
。
人
民

戦
線
綱
領
に
基
〈
社
脅

1
経
済
改
革
白
即
時
質
施
て
あ
る
。
だ
が
「
人
民
戦
練
L
が
共
和
制
白
自
由
と
秩
序
の
擁
護
者
を
以
℃
任
ず
る
も

て
の
あ
る
限
り
、
世
曾
平
和
の
快
復

l
勢
働
争
議
の
有
数
た
牧
持
こ
そ
が
改
革
の
前
提
と
き
れ
ね
ば
左
ら
た
い
ぞ
あ
ろ
う
。
プ
ル
ム
は
そ

白
た
め
、
品
目
資
隻
方
に
封
す
る
斡
」
取
の
一
携
を
積
極
化
し
組
閣
後
一
二
日
日
の
六
月
七
日
、
迭
に
澗
占
資
本
の
最
高
本
部
た
る
「
ア
一
プ
Y

ス

生
産
組
問
盟
」

(
C
G
P
F
I
F
E
Eか
E

5

2
品
目
目
。
骨

Z
F
O
E
Sも

同

E
4
2
8
)

と
弊
働
者
階
級
の
全
園
的
中
央
組
織
た
る

C
G
T
と
白

夫
々
代
表
者
を
マ
チ
ニ
ョ
ン
の
首
相
官
邸
(
出
。
E

F
昌
喜
唱

E)に
招

集
じ
て
、
自
b
の
半
ば
強
制
的
社
調
停
の
一
も
と
に
争
議
牧
拾
白
基
本

的
保
件
に
闘
す
る
協
議
を
行
は
せ
た
。

C
G
F
F
代
表
は
政
府
調
停

に
必
ず
し
も
易
々
諾
々
と
従
っ
た
白
で
は
な
か
っ
た
が
、

政
府
治
よ

ぴ
C
G
T
の
懸
命
白
努
力
の
結
果
、
同
曾
議
は
此
夜
深
更
遂
に
、
彼
等

の
大
幅
社
経
済
的
譲
歩
を
獲
得
し
翌
八
日
「
マ
チ
ユ
ヨ

y
協
安
」
(
円

ネ

ホ

gsa旨
EH間
口
。
ロ
)
と
し
て
調
印
さ
れ
た
。
同
協
定
の
主
要
内
容
は

賃
金
七
乃
至
一
五
必
増
如
、
週
四
十
時
間
持
働
制
質
施
、
第
働
協
約
の
即
時
締
結
も
職
場
委
員
制
の
容
認
、
罷
業
持
働
者
に
封
す
る
差
別

待
遇
の
禁
止
な
ど
に
要
約
さ
れ
る
。
勢
働
者
側
白
要
求
の
殆
ど
す
べ
て
が
ゑ
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
出
℃

E
3
0
こ
れ
ら
の
傑
項
ば
克



に
そ
の
後
一
一
週
間
足
ら
ず
の
う
ち
に
、
週
四
十
時
間
制
、
年
十
四
日
有
給
休
暇
制
、
勢
働
協
約
制
度
改
革
中
な
ど
に
関
す
る
劃
期
的
な
社

合
政
策
的
諸
立
法
と
し

τ法
制
山
和
さ
れ
た
。
危
機
に
減
し
て
い
た
此
園
の
弊
働
政
策
の
金
脈
管
に
今
平
清
新
た
回
生
の
血
汐
が
充
満
し

は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
こ
と
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
締
働
運
動
史
上
最
大
の
勝
利
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ワ
た
。

出
ロ
】
富
田
円
四
国
冒
目
白
骨
身
内
門
官

JP料
品
目
「
各
践
よ

η
4
0

*
本
マ
テ
一
一
ョ

γ
官
設
に
布
い
C
C
G
P
F
代
表
は
、

C
G
T
布
よ
び
政
府
の
要
求
に
必
ず
L
も
易
々
諾
々
左
拠
つ
が
ん
の
で
は
な
か
っ
た
。
な

か
で
も
C
G
T
が
各
産
業
に
自
け
る
世
賃
金
の
賞
制
を
あ
げ
て
一

O
乃
至
一
五
%
「
の
賃
ょ
を
袈
求
L
た
'
と
き
は
彼
b
は
「
企
業
の
支
桝
能
力
」
請
を

も
ち
出
し
て
拒
否
1
、
一
時
、
曾
議
は
決
裂
の
集
を
み
せ
た
。
だ
が
、
プ
ル
ム
の
平
ば
顕
制
的
な
裁
定
揮
に
よ
っ
て
調
停
が
成
立
し
た
。
こ
の
意
味

で
は
マ
チ
エ
ョ
ン
協
定
は
形
式
的
に
は
自
由
に
締
結
さ
れ
た
も
の
如
〈
見
え
る
が
、
質
質
上
位
政
府
の
Z
J
に
な
る
仲
裁
裁
定
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
(
凶
H41'
目

V

】
)
後
に
資
本
家
階
殺
が
「
マ
チ
=
ョ
ン
円
復
鱒
」
に
狂
脅
す
る
の
は
、
乙
れ
に
基
悶
L
て
い
る
(
第
一
一
節
多
照
)
。

C
G
1
書
記
長
ジ
ュ
ォ
ー
の
言
葉
1
1
4
「
E
2
5・
d
μ
o
F
2
0
7
H
A古
代
冨
。
品
E
E
C
Z
E
-
-ゅ
の
引
用
に
よ
る
。

* 本
*
占
平

と
こ
ろ
イ
、
前
記
持
働
諸
立
訟
の
う
ち
特
に
「
集
園
的
勢
働
紛
争
」

〔

P
E
E
n
o】】仰の
E
E
5
4巴
日
)
の
調
整
と
の
関
連
て
一
瞥
を
要

す
る
の
は
、
六
月
一
一
回
目
心
強
働
協
約
法
に
つ
い
て
て
あ
る
。
同
法
は
、
協
約
の
一
般
的
拘
束
力
を
認
め
た
と
と
そ
の
他
に
よ
っ
て
此

*
 

闘
の
労
働
協
約
制
度
を
社
曾
法
規
範
白
上
に
基
礎
づ
け
た
劃
期
と
さ
れ
る
も
の
て
あ
る
が
、
協
約
の
締
結
・
更
新
を
め
ぐ
る
紛
争
直
理

手
績
に
闘
し
℃
も
政
府
は
は
じ
め
極
め
て
大
謄
か
つ
劃
期
的
な
構
想
を
用
意
し
て
い
た
。
政
府
原
案
に
よ
れ
ば
、
協
約
不
成
立
白
場
合

に
は
品
目
働
大
臣
が
協
約
内
容
に
闘
す
る
仲
裁
裁
定
の
履
行
を
賞
事
者
に
強
制
し
う
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
た
。
と
れ
が
持
働
者
階
級
の
停

ホ
狩

統
的
権
利
感
情
と
相
容
れ
な
か
っ
た
己
と
は
い
ふ
ま
で
も
な

w。
そ
れ
ゆ
え

C
G
T
お
よ
び
共
産
業
議
員
団
の
頑
強
な
反
封
に
よ
っ
て
、

同
僚
項
は
つ
協
約
不
成
立
の
場
合
営
事
者
は
調
停
者
と
し
て
勢
働
大
臣
に
提
訴
し
う
る
」
と
の
任
意
調
停
規
定
に
改
正
さ
れ
た

G

。

Y
E祖
国
ゆ

H

呂
田
・
)
。
だ
が
と
れ
が
、

マ
チ

-ty協
定
白
成
立
に
も
拘
b
ず
、
同
協
定
を
「
寅
質
的
に
は
強
制
的
な
政
府
仲
裁
」
ぜ
あ
り

現
代
フ
ラ
ン
ス
勢
働
政
策
且
の
一
劃
期

第
七
十
六
巷

八
九

事

故

七



現
代
フ
ラ
シ
ス
略
国
働
政
策
且
の
一
割
期

第
七
十
六
巻

九
O

育毛

量君

ーノ、

(
H
H
〈
H
V
H
)

「
階
級
白
敵
に
封
す
る
卑
屈
な
屈
従
」
で
あ
っ
た
と
す
る
資
本
家
階
級
の
つ
復
讐
町
」
(
ロ
ハ
予
白
山
)
の
た
め
、
容
易

r解
決

さ
れ
な
い
罷
業
運
動
に
射
す
る
中
間
暦
の
支
持
と
同
情
が
消
失
し
は
じ
め
、
人
民
戦
線
の
統
一
維
持
の
一
た
め
に

C
G
T
も
共
産
議
も
、

争
議
白
早
期
牧
拾
に
懸
命
に
な
っ
て
い
た
時
に
お
い
て
で
あ
る
と
と
を
知
b
ね
ば
な

b
た
い
。
如
何
陀
罷
業
の
終
結
が
念
が
れ
て
い
た

に
も
せ
よ
、
そ
の
震
に
強
制
仲
裁
手
績
を
利
用
1

1
強
制
仲
裁
制
度
の
成
立
を
許
し
て
は
左
ら
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。
己
由
一
時
誰
か
、

六
ヶ
月
後
の
同
年
末
に
主
と
し
て
第
働
者
階
級
の
質
践
的
要
請
に
基
い
℃
強
制
仲
裁
法
が
制
定
さ
れ
る
と
と
を
予
想
し
え
た
ら
う
か
。

憧
藤
武
二
氏
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
協
約
誌
の
登
肢
に
闘
す
る
一
考
察
」
(
同
志
社
世
皐
第
一
一
一
世
)
参
照
。

*キ

C
G
r
槽
闘
紙
「
人
民
」
は
「
強
制
仲
裁
は
労
資
問
問
醜
か
ら
責
任
を
奪
う
と
F
に
よ
ワ
て
闇
鴎
協
約
の
性
格
を
岡
田
化
さ
せ
る
」
一
耳
一
耳
と
の
瓦

に
成
功
ハ
」

E
の
ト
ッ
プ
記
事
を
掲
げ
て
同
黛
議
員
閣
の
功
績
を
稗
え
て
い
る
(
H
L

一回
R
E
E
F
E
E
-
回
目
)
。
と
れ
は
労
働
者
階
級
が
如
何
に
強
制

押
楓
仲
裁
伽
民
を
敵
視
L
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
a
あ
ろ
う
。

キ
キ
*
六
月
下
旬
を
境
に
努
働
事
議
が
減
退
し
た
こ
と
の
理
由
と
L
て
は
、
六
月
二
O
日
町
一
燕
の
愈
々
の
世
曾
政
策
諸
立
怯
の
成
立
も
さ
る
こ
唱
と
な

山
川

b
、
乙
の
出
品
ら
積
極
化
し
た
C
O
T
H
上
が
共
産
識
の
争
議
肱
拾
へ
の
努
力
が
あ
げ
b
れ
ね
ば
な
ら
一
な
に
賞
忙
ト
レ
i
ズ
の
「
全
て
が
可
能

で
は
な
い
」
「
主
要
な
要
求
が
補
充
さ
れ
る
や
否
曲
、
如
何
医
λ

ト
ラ
イ
キ
王
中
止
す
べ
き
の
削
る
べ
き
で
あ
る
し
(
同
国
防
団

E
Z
Y回
目
ゆ
え
の
)
と
の
訴

え
と
そ
争
議
静
結
へ
の
最
も
力
強
い
推
進
力
で
あ
っ
た
と
い
は
れ
て
い
る
e

(

H

K

句

印

。

)

* と
こ
ろ
で
さ
し
も
白
大
手
議
も
、

「
人
民
戦
線
の
統
一
に
ひ
び
が
は
い
る
危
険
を
冒
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
附
労
働
者
階
級
の
政
治
的

叡
智
」
(
同
司
・

2
)
に
よ
っ
て
、
六
月
下
旬
以
降
念
速
に
平
静
に
復
し
は
じ
め
た
。
だ
が
、
政
府
D
相
腫
ぐ
罷
業
牧
拾
策
の
推
進
と
と
も

に
痛
感
さ
れ
出
し
て
い
た
労
働
手
議
調
整
機
構
令
理
化
(
新
L
い
調
整
千
穂
ー
と
調
査
機
脚
立
配
置
)
の
必
要
性
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
否
定

さ
れ
る
も
心
で
は
な
っ
た
。
日
祉
曾
的
平
和
白
更
正
念
述
た
回
復
が
墓
ま
れ
て
い
た
か

b
で
あ
る
。
己
己
に
お
い
て
プ
ル
ム
は
、
七
月

一
一
一
日
持
働
省
令
に
よ
っ
て
、
勢
資
一
同
地
方
組
織

(
C
G
T
の
麻
支
部
左
腕
商
工
官
議
所
と
の
毘
方
)
選
出
白
同
致
委
員
か
ら
成
り
牒
知
事



山
由
統
揺
す
る
「
豚
調
停
委
員
曾
」
(
D
E
M
E
-詰

E
5
t宮町時
3
2骨
骨
口
S
E
E
S
)
セ
圏
内
全
豚
に
設
置
し
、
営
事
者
の
申
請
古
た
炉

自
己
白
職
樺
に
基
い
て
争
議
調
停
に
営
札
口
せ
る
こ
と
に
し
た
。
因
み
に
、
問
委
員
舎
が
営
事
者
を
拘
束
す
る
如
何
な
る
決
定
を
な
す
こ

と
を
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
持
費
双
方
白
労
働
争
議
調
整
制
度
に
謝
す
る
侍
統
的
態
度
を
反
映
し
た
も
り
と
h

え
よ
う
。
勢
働

者
階
級
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
安
本
家
階
級
も
ま
た
今
世
紀
初
頭
以
来
一
貫
し
て
強
制
仲
裁
制
度
に
射
す
る
極
度
の
嫌
悪
を
示
し
績
け

年

て
来
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
新
し
く
成
立
し
た
持
働
争
議
調
停
委
員
曾
が
品
目
安
双
方
に
よ
っ
て
有
放
に
運
皆
さ
れ
た
な
ら
ば
、
此
年
末
に
ー

わ
け
る
強
制
仲
裁
制
度
の
成
立
は
不
必
要
で
あ
っ
た
り
て
は
な
か
ろ
う
か
。

キ
賓
本
家
階
組
の
接
働
事
議
調
整
制
度
に
掛
す
る
反
剖
は
、
持
働
組
合
や
間
韓
交
世
に
釘
す
る
よ
り
も
強
か
っ
た
と
い
は
れ
て
い
る
。
(
同
同
問
M
H
M
-

目
。
)
例
え
ば
一
九
二

O
年
円
強
制
調
停
怯
集
(
多
分
に
ピ
ロ
・
カ
ピ
タ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
)
に
謝
す
る
反
封
は
ζ

れ
を
質
置
す
る
(
阿
国
句
・

5
3

二
、
資
本
家
階
級
の
反
撃
と
人
民
戦
線
の
矛
盾

ー
ー
強
制
仲
裁
制
度
成
立
の
必
然
性
]
|

さ
て
六
月
の
勝
利
は
勢
働
者
白
生
活
保
件
を
著
し
く
改
善
し
た
。
だ
が
彼
等
の
「
要
求
の
す
べ
て
が
満
た
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
」

(
宮
司
口
町
)
「
マ
チ
コ
ョ

Y

D
復
讐
」
白
機
を
犯
ふ
資
本
家
階
級
白
反
撃
に
よ
っ

τ、
モ
れ
ら
は
必
ず
し
も
所
期
自
殺
泉
を
収
め
え

な
か
っ
た
か

b
で
あ
る
。
社
曾
政
策
的
諸
立
法
白
適
用
資
施
に
抗
す
る
資
本
家
階
級
の
産
業
負
播
蒋
稼
策
に
よ
っ
て
、
勢
働
者
階
級
白

生
活
と
榛
利
が
再
び
「
ふ
り
だ
し
に
引
戻
さ
れ
」
は
じ
め
た
か

b
て
あ
る
。

第
働
者
の
相
封
的
絶
射
的
た
窮
乏
を
深
め
た
も
の
は
、
な
に
よ
り
も
此
年
六
月
末
以
来
の
念
激
左
物
債
総
貴
で
あ
っ
た
。
政
府
の
経

済
政
策
は
従
来
白
デ
フ
レ

l
シ
司

γ
政
策
士
否
定
し
、
数
々
の
祉
曾
政
策
立
法
主
制
定
資
施
し
て
賃
金
を
大
幅
に
引
上
げ
、
賃
金

l
物

現
代
フ
ラ
ン
ス
労
働
政
策
且
の
一
劉
期

第
七
十
六
巻

ブL

第

披

ブL



現
代
フ
ラ
ン
ス
努
働
政
策
且
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一
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問
地
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債
の
安
定
を
基
礎
に
園
良
購
買
力
を
増
加
さ
寸
、
生
産
の
快
復
を
固
り
、
輩

固
た
財
政
的
均
衡
に
到
達
す
る
こ
と
を
標
傍
し
て
い
た
。
だ
が
こ
れ
は
、
安

本
の
経
済
活
動
に
封
す
る
強
力
な
規
制
措
置
に
上
つ
て
裏
付
け
ら
れ
た
H

限
り
、
余
り
に
も
観
念
的
た
理
想
論
て
し
か
な
W
で
あ
ろ
う
。
累
積
す
る
産

業
負
播
D
大
教
縛
稼
の
塗
を
物
侵
引
上
策
に
求
め
た
資
木
家
階
級
は
、
政

府
D
社
合
乃
至
財
政

l
経
済
政
策
戸
賃
金
の
上
昇
宇
、
公
共
土
木
費
の
放
問
、
中

小
企
業
提
出
の
た
め
の
低
金
利
政
策
、
工
額
闘
防
賓
の
支
出
な
ど
)
臼
結
某
と
L

て
の
遁
貨
の
膨
脹
を
、
念
激
な
イ
ン
フ
レ
シ
ョ

Y

D
誘
因
た
ら
し
め
た
か
ら
て
あ
る
。
弱
占
資
本
白
人
民
戟
線
封
抗
策
白
一
環
と
し

て
の
豆
額
金
7
ラ

Y

D
海
外
逃
避
に
よ
る
生
産
資
本
白
不
足
平
相
蹟
ぐ
勢
働
争
議
そ
の
他
む
た
め
、
工
業
生
産
も
依
然
快
復
へ
白
兆
し

に
約
一
一
ニ
ガ
の
上
昇
率
を
示
し
て
い
る
(
揮
ニ
表
)
。

を
見
せ
ず
、
物
慣
騰
貴
は
こ
れ
に
よ
っ
て
も
促
進
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
情
を
反
映
し
て
生
計
費
指
数
は
、
此
年
五
月
か
ら
一

古ミ

く

一
月
の
問

己
れ
が
賓
質
賃
金
の
著
し
い
低
下
を
導
い
た
己
と
は
い
ふ
ま
ぜ
も
な
い
。

ホ
ホ

亡
ギ
「
守
チ
-
一
コ

Y
協
定
L

に
よ
る
賃
金
保
障
と
そ
の
後
の
敢
呆
が
帳
消
し
に
さ
れ
は
じ
め
た
白
て
あ
る
。

F
E
2
5
骨

E

E住
民
占

E
C身
体

E
W
骨

Z
F
E
s
a
昔
明
。
2MnoEE-u自
主
き
E
骨
島
町
内
向

M内
各
競
よ

p
。

キ
*
「
生
計
費
は
一
O
%
の
騰
貴
を
一
ー
し
て
い
る
。
マ
チ
=
ョ

γ
協
定
は
賃
金
を
七
乃
至
一
五
%
引
上
げ
た
の
に
。
今
や
我
々
は
按

n
向
し
に
引
廃

さ
れ
た
の
だ
」
と
或
る
労
働
組
骨
指
導
者
は
い
っ
て
い
る
。
(
吋
。
E
V
P
R
V〈
白
凶

C
M
E∞∞)

判Fし
か
も
費
木
家
陪
殺
の
反
撃
は
、

乙
れ
に
と
ど
ま
る
も
り
で
は
な
か
っ
た
。
個
別
企
業
内
部
に
治
h

て
も
ま
た
、

ゴ
ナ
ニ
ョ
ン
協
定

の
保
障
に
も
拘
ら
ず
、
罷
業
の
責
任
者
は
虞
罰
さ
れ
、
持
働
組
合
の
諸
活
動
は
妨
害
さ
れ
、
単
に
組
合
員

(
C
G
T
)
て
あ
る
と
い
、
内



理
由
て
さ
え
解
雇
そ

D
他
心
不
利
径
な
待
遇
の
濁
象
と
さ
れ
た
。
モ
白
上

C
G
T
の
勢
力
主
減
殺
す
る
た
め
に
、
使
用
者
側
は
、
カ
ト
リ

y

ク
敬
労
働
組
合

C
F
T
C
(
P
P
E
E
m
E
同

B
E
R
宮
司
E
S
F
S
E
E
R
)
系
の
務
働
者
を
好
遁
し
、
御
用
組
合
(
叩
官
会
E
t

T
E
Wぬ
と
の
積
極
的
育
成
に
さ
え
努
力
し
て
H
た
。
と
れ

b
の
事
情
が
、

附
労
働
協
約
の
締
結
主
め
ぐ
っ
て
種
A

の
紛
争
の
因
を
ま
き
ち

ら
し
た
こ
と
は
い
ふ
主
て
も
な
か
っ
た
。
か
く
て
、
深
刻
た
窮
乏
化
に
抗
す
る
第
働
者
の
闘
い
が
、
こ
れ
ら
の
紛
争
昔
前
哨
戦
と
し
て

再
び
全
図
的
に
激
他
じ
一
な
け
れ
ば
な

b
な
か
っ
た
の
は
営
然
で
あ
ろ
う
。

な
か
で
も
、
此
年
八
月
に
治
け
る

C
G
P
F
D
再
編
成
は
資
本
攻
勢
白
決
定
的
割
瑚
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

マ
チ
ニ
ョ
ン
舎

議
首
時
の
全
首
脳
部
を
迫
放
し
た
新
C
G
P
F
(
Q
E
E
b
E
E
むか

H
E
r
-
-
F
Z
M己
F
8
2
Z
)
は
、
反
マ
チ
ユ
ョ
ン
訳
白
闘
将

G
・

I
・d
x

を
曾
長
に
迎
え
、
そ
の
名
を
以
て
「
使
用
者
上
使
用
者
た
れ
/
産
業
企
業
蓮
盟
の
も
と
に
結
集
吐
主
什
」
(
心
'
C
M悶
E
F

3
5
F
昌
司
自
岱
日
官
H
B富
山
84M
司

'
S
)
と
、
全
使
用
者
居
の
亮
魁
と
大
同
国
結
を
促
し
た
。

謝
す
る
本
梅
的
た
宣
戦
が
布
告
吉
れ
た
の
で
あ
る
。
使
用
者
圏
悼
の
一
聞
に
は
忽
ち
に
し
て
、

い
決
意
が
撞
頭
し
た
。

ーっ
降今
伏や
-， .. 
る 階
上級
りの
死敵
を 」

古(

ぽ壁
己味暑

と霊
の )

!:lil. vr: 

「
マ
チ
ニ
ョ

Y

の
復
讐
」
の
た
め
の
生
命
懸
け
の
挑
戦
ぜ
あ
る
。

* 
電
気
産
業
組
合
組
均
二
ジ
エ

(Y】

2
4
0
需
品
の
言
葉
。

III-
「
我
々
は
慣
用
者
が
企
業
の
主
人
か
ど
う
か
|
|
い
つ
ま
で
も
使
用
者
が
鋸
調

さ
れ
て
い
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
を
決
め
ね
ば
な
b
な
い
。
我
々
は
降
伏
よ
D
も
死
を
選
ば
う
」
と
@
(
吋
伶
同
回
目
urcn片
岡
山
一
巴
ま
)

と
と
ろ
て
一
方
、
共
産
出
荷

h
T
C
G
T幹
部
は
人
民
戦
線
の
統
一
維
持
の
た
め
猶
も
持
働
争
議
の
激
化
を
憂
慮
し
て
い
た
が
、
六
月
以

来
の
余
勢
を
か
つ
て
若
々
し
W
情
熱
に
燃
え
た
ぎ
っ
て
い
た
第
働
者
大
衆
の
多
く
は
、
激
化
す
る
安
本
攻
勢
に
枕
し
て
違
法
在
罷
業
手

段
を
も
敢
て
辞
さ
左
い
形
勢
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
瞥
勃
た
る
下
部
か
ら
の
捕
り
上
り
に
よ
っ
て
煽
り
立
て
ら
れ
た
第
働
相
合
幹
部
は
、

緊
迫
し
た
事
態
の
一
解
決
に
盆
々
焦
慮
し
は
じ
め
た
。
政
府
の
調
停
の
努
力
も
、
一
、
=
一
の
重
要
在
罷
業

(
例
主
ぽ
、
パ
リ
ー
の
ホ
ア
ル

現
代
フ
ラ
ン
ス
持
働
政
策
奥
の
一
劃
期

第
七
十
六
巻

ブb

第

鵠



現
代
フ
ラ
ン
ス
第
働
政
策
且
の
一
割
期

第
七
十
六
巷

ブL

四

第

暁

レ
ス
ト
ラ
ン
業
、
パ
リ
J
1
の
匙
設
産
業
、
リ
ヨ
ン
白
金
属
産
業
年
)
の
牧
拾
に
は
成
功
し
た
。

だ
が
生
命
懸
け
の
決
敬
を
挑
む
資
本
家
階
級
は
、

罷
業
と
く
に
工
場
占
識
が
行
は
れ
て
い
る
限
り
一
明
白
交
渉
に
は
態
じ

b
れ
な
い
、
し
か
も
「
政
府
閣
僚
は
会
m!
な
調
停
者
た
り
え
な

い
」
(
有
賀
代
議
士
出
E
2
5
-
E
の
言
葉

U
E
t
F勺
F

回
忌
包
)
と
し
て
、
真
正
面
か
ら
こ
れ
に
針
決
し
は
じ
め
た
。
使
用
者
側
白

か
か
る
態
度
は
持
働
争
議
の
様
相
を
往
々
深
剥
た
ら
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

キ

C
G
T
は
、
春
日
高
こ
の
時
ま
で
に
組
枇
人
民
を
一

0
0
高
か
ら
四
O
O
寓
ヘ
ー
と
四
倍
加
さ
せ
、
し
か
も
新
し
い
組
合
員
の
多
〈
位
、
争
議
の
経

臓
の
浅
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
の
こ
と
に
よ
っ
で
執
の
賃
金
問
守
は
尖
銃
さ
を
加
え

ιれ
た
。
(
同
・
】
E
V
E
r
戸
時
2
1
0
・日目

M
4
7
H
C
由一司)

モ
白
上
、
持
働
者
階
級
に
と
っ
て
致
命
的
て
あ
っ
た
の
は
人
民
戦
線
の
内
部
矛
盾
の
擾
顕
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
河
を
己
え
て
刻
々
泊
り
来

る
7
7
Y
ス
ム
の
脅
威
と
こ
れ
に
呼
障
す
る
「
反
欄
制
的
集
圏
」
(
中
市
翼
的
乃
至
ア
ア
ヅ
シ
ョ
的
国
世
)
の
議
動
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
愛
園
的

感
情
を
刺
激
し
、
世
曾
ヰ
和
の
維
持
を
希
求
す
る
都
市
・
農
村
の
中
間
臨
閣
の
聞
に
は
、
工
場
占
援
を
「
所
有
機
侵
害
」
と
看
倣
し
共
産
第

が
こ
れ
を
煽
動
レ
て
い
る
と
の
批
難
白
撃
が
昂
ま
り
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
、
念
進
祉
曾
業
の
主
導
の
も
と
に
政
府
が
表
明
し
た
封
ス
ペ

イ
ン
問
題
「
不
干
渉
政
策
」

1
lフ
ラ
ン
ス
の
園
出
家
的
利
益
を
裏
切
っ
た
劉
英
迫
随
的
外
交
政
策
で
あ
り
、
調
伊
フ

7
シ
ズ
ム
白
ス
ベ

*
ネ

イ
Y
侵
入
、
し
た
が
っ
て
牧
等
白
樹
併
包
圏
政
策
を
「
中
立
」
と
い
ふ
名
て
恕
和
し
た
も
の
に
他
な
b
な
か
っ
た
ー
ー
ー
を
め
ぐ
る
念
進

世
合
黛
と
共
産
業
I
C
G
T
と
の
封
立
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
戦
線
白
統
一
の
紐
帯
を
著
し
く
弛
緩
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ

が
共
通
の
敵

i
l
「
シ
ラ

Y

ス
白
政
治
と
経
消
主
牛
耳
る
一
一
百
家
族
」

(l
フ
ラ
ン
ス
潤
占
資
本
)

と
フ

7
シ
ズ
ム
の
脅
威
と
が
扉
を
た

た
い
て
い
る
時
、
勢
働
者
階
級
と
申
問
屠
と
の
問
白
徒
ら
た
内
部
謝
立
に
よ
っ
て
、
大
衆
の
結
束
に
ひ
び
を
入
れ
る
危
険
を
官
し
亡
は
な

b
な
か
っ
た
。
殊
に
一
配
合

ω犀
倒
的
部
分
が
申
問
滑
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
「
小
生
産
者
の
共
和
園
」
(
同
℃
ロ
)
フ
ラ
ン
ス
に
治
山
ド

て
は
、
戦
線
統
一
の
鎚
は
ま
こ
と
に
中
間
婚
の
向
背
に
か
か
っ
て
い
た
。
如
何
な
る
犠
牲
を
掛
っ
て
も
勢
働
者
階
級
白
潤
走
と
モ
の
孤



立
化
を
防
が
た
け
れ
ば
な

b
な
h
。
し
か
も
資
本
の
反
撃
に
抗
す
る
勢
働
者
。
下
部
か

b
D盛
り
上
り
に
も
拘
ら
ず
、
多
く
の
弊
働
組

合
に
お
い
て
は
、
相
腫
ぐ
盟
国
業
の
た
め
争
議
資
金
吉
え
底
を
つ
き
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

ー
グ

Z
F

U
T

反
姐
制
的
集
園
(
ア
ア
ッ
一
〆
ョ
圏
樺
)
は
、
既
に
此
年
八
月
白
「
P
I
グ
解
間
令
」
に
よ
っ
て
解
散
さ
せ
ら
れ
た
が
、
彼
等
は
同
盟
か
ら
政
策
へ

と
形
訟
か
え
て
現
わ
れ
は
じ
め
て
い
た
。
(
木
下
中
治
敬
授
「
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
周
掛
解
散
問
題
|
|
国
家
皐
曾
雑
誌
第
五
O
春
一
、
ニ
甥
)

*
キ
人
民
戦
線
白
井
交
綱
領
に
は
こ
う
ら
ワ
た
。
「
侵
暗
者
の
定
義
に
し
た
が
ワ
て
侵
略
の
ぼ
あ
い
の
制
裁
帳
項
を
自
動
的
か
っ
連
帯
的
に
遁
用
し
、

集
園
安
全
保
障
四
た
め
園
際
連
盟
申
わ
〈
内
で
関
際
的
に
協
力
す
る
と
と

'
a

」
掠
る
に
、
プ
ル
ム
は
渦
伊
雨
閣
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
侵
入

lλ
。へ

イ
ン
人
民
職
線
政
府
の
危
棋
を
見
て
見
出
ム

E
を
L
た
の
で
あ
る
。

L
か
も
、
ス
ペ
イ
ン
忙
フ
ァ
ッ
シ
ョ
政
雄
成
立
せ
ん
か
、
ぞ
れ
は
、
フ
ラ
シ
λ

に
・
と
う
て
完
全
に
ド
イ
ツ
と
ス
ペ
イ
ン
と
か

b
の
腹
背
に
敵
&
愛
け
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

か
か
る
二
重
三
重
白
困
難
の
累
積
は
争
議
の
早
期
牧
拾
に
腐
心
す
る
C
G
T
幹
部
に
大
臓
な
政
治
的
決
断
を
促
さ
ず
に
は
お
か
な
か

t
?
 

っ
た
。
「
強
制
調
停
・
任
意
仲
裁
」

D
た
め
の
強
力
な
持
働
争
議
調
整
機
構
の
創
設
に
闘
す
る
九
月
十
八
日
の
C
G
T
提
案
(
封
政
府
)

に
上
っ
て
毛
れ
は
一
不
さ
れ
る
。
過
ぐ
る
六
月
の
持
働
協
約
法
案
審
議
D
際
に
は
強
制
仲
裁
手
続
白
究
施
主
徹
底
的
に
阻
止
し
た
彼
等
が
、

今
や
自
ら
、
可
成
り
強
制
的
な
調
停
仲
裁
制
度
要
請
心
強
超
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
使
用
者
側
の
執
槻
在
挑
戦
に
抗
し

τ、

政
府
調
停
士
彼
等
に
強
制
的
に
受
諾
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
泊
中
議
白
ぃ
激
登
首
未
然
に
防
止
し
よ
う
と
し
た
C
G
T
幹
部
の
焦
慮
を
示

す
も
の
に
他
た

b
な
い
で
あ
ろ
う
。

*
C
G
T
提
案
は
、
田
刷
、
産
業
、
圭
図
の
=
一
段
階
か

b
成
る
強
制
調
停
・
任
意
仲
裁
手
績
賞
施
機
闘

l
1労
資
各
扱
組
織
窪
田
相
同
教
の
委
員
か
L

構
成
さ
れ
、
実
々
の
段
階
の
議
長
は
政
府
要
員
が
ワ
と
め
る
ー
ー
の
創
設
を
骨
子
と
L
た
も
の
で
あ
る
。
同
提
案
は
直
ち
に
、
九
月
一
一
ニ
日
か

b
開

か
れ
で
い
た
第
二
試
マ
チ
晶
ヨ
シ
官
議
(
C
G
T
左

C
U
F
F
と
の
調
停
協
議
曾
)

K
持
出
さ
れ
た
。

だ
が
か
か
る
憂
慮
と
努
力
に
も
狗
ら
ず
、
勢
働
者
階
級
の
窮
乏
と
己
れ
に
基
因
す
る
賃
金
闘
宰
の
激
化
は
益
々
尖
鋭
化
D
一
一
涯
を
辿

づ
た
。
な
か
で
も
九
月
下
旬
、
調
占
資
本
に
よ
る
巨
額
金
フ
ラ

Y

の
英
米
流
出
士
決
定
的
に
統
制
す
る
勇
策
の
た
い
プ
ル
ム
が
、

-， 
勢

現
代
フ
ラ
ン
ス
盟
百
働
政
策
且
の
一
劃
期

第
七
十
六
巷

ブL

五

集

量定



現
代
フ
ラ
ン
λ
第
働
政
策
良
の
一
割
期

第
七
十
六
巻

九
六

第

鏡

四

働
者
階
級
D
反
封
を
島
し
き
り
、
人
民
戦
線
綱
領
に
一
不
さ
れ
た
保
詮
主
無
硯
し
て
、
」
(
同
℃
団
∞
)
財
政
的
悶
難
打
開
の
塗
骨
平
債
切
下

げ
に
求
め
た
時
、
上
述
の
傾
向
は
危
機
的
様
相
を
一
F
し
は
じ
め
た
。
平
債
切
下
げ
が
必
仲
間
的
に
イ
ン
フ
レ
l
y
ヨ

Y

の
激
化
に
よ
る
笠

質
賃
金
の
著
し
円
低
下
を
導
く
己
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
か

b
て
あ
る
。
持
働
一
宰
議
の
破
局
的
激
成
1
l
aだ
が
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
園
の

上
に
お
お
h
か
ぶ
さ
る
政
治
と
経
済
の
危
機
に
抗
し
て
第
働
者
階
級
の
指
導
権
主
確
保
す
る
た
め
に
は
、
如
何
に
し
て
て
も
祉
倉
千
和

の
早
期
回
復
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
み
が
中
間
居
と
の
同
盟
の
瞭
大
H
共
通
の
敵
7

7

7
ス
ム
を
打
倒
す
る
鍵
で
あ
っ
た
。
か
か

る
緊
迫
し
た
事
態
は
C
G
T
幹
部
に
更
に
剖
期
的
な
政
治
的
決
断
を
要
請
し
た
ロ
九
月
一
一
五
日
、
平
債
切
下
げ
賢
施
主
前

rし
て
開
か

「
こ
の
手
続
(
割
停
仲
裁
手
続
|
|
引
用
者
)
に
附
す
る
と
と
を
一
致
し
て
桓
否
す
る
使
用
者
側
に
劉
虞
す

れ
た
C
G
T
E
E
困
委
員
舎
は
、

る
た
め
、
従
来
主
張
せ
ら
れ
た
調
停
仲
裁
手
簡
よ
り
も
一
屠
強
力
な
も
の
を
提
案
す
る
」
と
し
て
、
遂
に
「
強
制
仲
裁
制
度
を
も
含
め

た
貨
際
的
・
有
放
的
」
な
附
労
働
ヰ
議
調
整
制
度
の
創
設
を
政
府
に
要
請
し
た
の
ぞ
あ
る
。
(
吋
目
立
0

・問。℃何回
q

-

呂
田
)
強
制
仲
裁
制
度

K
劃
す
る
C
G
T
四
十
年
来
の
停
統
的
態
度
は
今
や
放
棄
さ
れ
た
。
ー
ー
し
か
も
こ
白
決
定
的
特
換
が
、
嘗
つ
て
は
骨
骨
仲
於
い
で
い
骨

家
槽
力
に
よ
る
争
議
樺
侵
害
だ
と
し
て
い
た
奮
C
G
T
U
系
H
U
左
派
幹
部
白
主
講
の
も
と
V
行
は
れ
た
た
と
と
を
、
充
分
注
意
さ
れ

「
強
制
仲
裁
制
と
は
、
蓮
用
の
如
何
に
上
っ
て
、
守
議
権
を
奪
い
神
墜
を
さ
え
可
能
な
ら
し
め
る
油
断
た
ら
な
い
妓

の
響
告
に
射
す
る
、
左
折
帆
白
綿
師
フ
ラ
シ
ョ

γ
(
因。巴同月間円

ね
ば
た
ら
た
い
。

果
的
な
方
法
だ
」

9
5
1
9
0
-
n両
日
温
∞
)
と
の
右
沃
幹
部

-hg?EHD)

E
V
m
B
C
G
T
副
書
記
長
、
共
t
h
誕
幹
部
)

の
「
若
し
反
動
的
政
府
が
政
権
に
つ
け
ば
?
モ
の
時
に
は
、
野
働
者
階
級
は
以
前
と
同
様
陀

政
権
主
奪
い
返
す
だ
け
だ
」
苛
2
1
0
由
。
字
国
。
巴
∞
0

・
)
と
の
醸
酬
は
、
モ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
う
。

* 
人
民
戦
線
制
飼
陀
は
こ
う
あ
っ
た
。
「
海
外
逃
避
資
産
あ
る
い
は
そ
れ
の
ア
ヲ
ン
ス
閥
内
に
拘
げ
る
酎
債
の
浪
牧
に
ま
で
い
た
る
も
っ
と
も
舵
殻

な
手
段
に
よ
る
資
本
流
出
の
統
制
止
資
本
逃
避
の
抑
制
」
と
ロ
そ
し
て
共
声
撲
も
C
G
T
も
厳
正
な
鵠
替
管
理
に
よ
る
資
本
流
出
の
統
制
を
望
ん
で



い
た
。
だ
が
、
財
界
と
念
並
酔
令
葉
の
牽
制
の
た
め
プ
ル
ゐ
世
、
資
本
逃
避
に
主
る
危
機
を
打
開
す
る
迭
を
「
平
健
明
下
」
に
求
拍
た
の
で
あ
る
。

此
年
六
月
(
労
働
協
約
法
案
審
議
の
際
)
に
は
強
制
仲
裁
制
反
謝
の
念
先
鋒
で
あ
っ
た

C
G
T
左
源

(i共
産
系
)
が
、

制
仲
裁
制
要
請
白
主
導
者
と
し
て
立
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
何
故
か
。
従
来
多
〈
の
論
者
は
己
れ
を
、
人
民
敢
線
政
府
の
も
と
な
る

ホ

が
故
の
園
家
権
力
に
封
す
る
甘
美
な
幻
想
と
い
ふ
黙
に
求
め
て
来
た
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
ぞ
は
理
解
出
来
た
い
oh
何
故
な
ら
ば
(
既
漣
し

た
如
く
て

C
G
T
四
百
高
白
組
織
持
働
者
は
既
に
此
年
夏
頃
か
ら
、
プ
ル
ム
内
閣
吐
合
l
経
済
政
策
の
改
良
主
義
的
限
界
と
、
そ
の
結

果
と
し
て
の
人
民
戦
綱
領
か
ら
の
遁
院
の
傾
向
と
を
激
し
く
攻
撃
し
℃
い
た
筈
で
あ
り
、
そ
れ
を
積
極
的
に
指
導
し
て
い
た
の
は
他
な

b
な
い
彼
等
左
汲
幹
部
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
強
制
仲
裁
制
度
K
謝
す
る

C
G
T
の
基
本
的
立
場
主
連
縛
さ
せ
た
決
定
的

動
機
は
、
更
に
緊
泊
し
た
問
題
献
況
の
左
か
に
求
め
ら
れ
ね
ば
友
ら
た
い
で
あ
ろ
う
。
此
年
秋
の
賃
金
闘
争
を
め
ぐ
る
諸
困
難
の
左
か

て
C
G
T
幹
部
を
最
も
盈
隠
さ
せ
た
人
民
戦
線
分
裂
の
危
機
と
、
平
債
切
下
問
題
を
契
機
と
し
て
の
そ
れ
の
現
賢
的
課
佑
己
そ
こ
れ
で

あ
る
。
同
じ
事
情
は
、
工
場
占
誠
に
制
劃
す
る
中
間
屠
の
非
難
に
際
え
て

C
G
T
が
(
強
制
仲
裁
制
要
請
と
前
後
し
て
)
、
将
来
の
工
場
占
挨

て
は
、

A
F
7

干
張

と
罷
業
破

u
t強
制
的
に
阻
止
す
べ
く
、
罷
業
期
間
中
蛍
該
工
場
を
政
府
命
令
に
よ
っ
て
閉
鎖
止
「
中
立
化
」

寸

キ

さ
せ
る
た
め
の
立
法
措
置
を
要
求
し
た
己
と
に
よ
っ
て
も
窺
は
れ
る
。
春
の
準
議
以
来
の
剥
期
的
な
罷
業
戦
術

l
「
工
場
占
按
」
を
敢

(
0
0
己】
qmw

ロN
W
C
o
ロ)

え

τ放
郷
し

τま
で
も
、
申
閑
居
と
白
同
盟
主
維
持
l
強
化
し
な
け
れ
ば
な
b
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
の
み
が
、
フ
ア
シ

ス
ム
白
危
機
に
抗
し
て
プ
ル
ム
内
閣
の
務
質
を
阻
止
す
る
唯
一
の
保
障
で
あ
ワ
た
。
か
く
て
己
そ
我
々
は
、
強
制
仲
裁
制
要
請
の
動
機

は
「
理
論
的
て
は
な
〈
質
際
的
考
慮
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
」

(
何
回
戸
町
・
口
)
と
の

C
G
T書
記
長
ジ
ユ
オ

1
の
言
葉
昔
、
営
時
の
勢

働
者
階
級
の
直
面
し

τい
た
質
践
的
課
題
に
即
し
て
正
し
く
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
己
の
新
は
ま
た
、
平
償
切
下
が
伴
ふ
へ
き

「
補
償
措
置
」
問
題
を
め
ぐ
る
共
産
業
白
動
向

1
l念
進
計
曾
讃
(
お
主
び
祉
官
灘
中
央
・
右
祇
)
白
補
償
措
置
反
封
論
の
前
に
、

人
民

現
代
フ
ラ
ン
ス
野
働
政
策
史
の
一
割
期

第
七
十
六
輯
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現
代
フ
ラ
ン
ス
勢
働
政
策
史
の
一
割
期

第
七
十
六
巷

*
ホ
*

戦
線
政
黛
蓮
合
の
統
一
を
保
つ
た
め
共
産
業
が
決
定
的
な
鞍
術
的
譲
歩
を
行
っ
た
己
と
、
に
よ
っ
て
も
裏
書
き
さ
れ
る
と
己
ろ
で
あ
る
。

世
帯
こ
こ
で
は
、
コ
ル
ト
ン
数
授
(
ア
メ
D
カ
・
デ
ユ
】
ク
大
事
)
の
見
解
を
引
令
い
に
出
L
て
お
と
う
。
回
〈
「
第
働
者
同
人
民
噛
親
政
府
下
町
強

制
仲
裁
に
殆
ど
危
険
を
感
じ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
一
般
的
に
型
観
的
な
見
解
を
と
う
た
の
で
あ
る
。
」
官
?
由
ご
と
。

キ
年
猶
、
と
の
「
中
立
化
」
措
置
と
な

ιん
で
、
賃
金
移
動
標
準
制
(
円
2
E
F
E
E
-
o
宮
E
E
E
)
質
施
を
要
求
し
て
い
る
と
と
。
陣
内
質

金
移
動
標
準
制
は
従
燕
C
O
T
J
P
寸
質
質
賃
金
の
固
定
佑
を
隠
前
す
る
も
の
」
唱
と
し
て
反
釣
し
て
来
た
も
の
な
る
に
拘
b
f、
と
れ
が
今
、
賃
金
保

護
手
段
と
L
て
要
請
さ
れ
る
に
亘
づ
た
こ
と
は
、
平
償
却
下
に
よ
る
武
質
賃
金
の
低
下
k
賃
金
聞
事
の
激
化
が
如
何
に
憂
慮
さ
れ
て
い
た
か
を
示
す

も
の
で
あ
る
う
。

(
d
g呂
田

(
E
U
F
o
r
m
-
w
ヨ
号
口
。
品
何
回

S
F
2
2
L
C臣
、
目
当
口
∞
忠
-
a
E
M
4
)

本
*
*
平
債
切
下
げ
に
よ
る
賞
質
賃
金
を
補
償
す
る
手
段
と
し
て
共
産
業
は
、
さ
き
に
C
G
T
U
F
要
求
し
て
い
た
賃
金
移
動
標
準
制
の
究
施
を
政
府

に
温
っ
た
e

だ
が
、
中
間
暦
を
基
盤
'
と
す
る
急
進
祉
骨
旗
は
、
賃
金
移
動
標
準
制
は
、
反
ワ
て
物
債
騰
貴
の
帝
国
と
な
ろ
ろ
と
L
て
、
『
酔
曾
誕
の
一

部
を
も
ま
き
と
ん
で
反
封
に
立
っ
た
。
こ
と
に
お
い
て
共
産
禁
は
人
民
職
組
の
柿
一
の
た
め
に
、
岡
市
町
求
を
大
臓
に
撤
回
し
た
乙
と
を
指
す
。

プし
/、

第

按

ムノ、

吉

τ人
民
鞍
繰
り
分
裂
回
避
と
い
ふ
緊
念
至
上
の
政
治
的
課
題
は
、
持
働
者
階
級
に
ヰ
債
切
下
げ
に
よ
る
寅
質
賃
金
低
下
の
補
償
策

と
し
て
の
賃
金
移
動
標
準
制

(
F
-
a
g
F
E
E
n
九日

E
E
2
2
)
究
施
な
ど
一
切
の
経
済
的
補
償
措
置
要
求
を
撤
回
さ
せ
た
。

r~が
平
慣

M
M
下
げ
と
金
本
枕
制
離
脱
が
、
こ
れ
ら
一
一
切
の
捕
置
(
資
本
円
程
漕
活
動
に
封
ず
る
規
制
措
置
を
合
め
て
)
を
伴
は
ず
に
賀
施
さ
れ
る
と
き
、

物
債
騰
貴
に
よ
る
勢
働
者
階
級
の
相
封
的
絶
封
的
窮
乏
の
深
化
土
資
本
家
階
級
の
反
掛
働
者
政
策
の
強
化
と
に
、
絶
好
の
契
機
を
興
え

る
の
は
営
仲
間
て
あ
ら
う
。
だ
が
、
附
労
働
争
議
の
激
化
は
来
然
に
防
が
ね
ば
た
ら
在
い
。
モ
れ
は
プ
ル
ム
内
閣
に
と
っ
て
も
主
た
、
資
本

家
階
級
の
反
撃
と
こ
れ
に
軍
制
さ
れ
た
念
進
世
曾
黛
の
動
向
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
向
己
の
地
位
を
安
定
吉
せ
る
た
め
に
不
可
保

あ
っ
た
。
と
こ

k
b
い
て
プ
ル
ム
は
祉
曾
平
和
田
強
制
的
確
保
の
た
め
、
物
債
騰
貴
に
裂
す
る
一
切
の
紛
争
に
封
し
て
張
制
仲
裁
を
賢

施
す
る
己
と
を
決
意
し
、
そ
れ
D
法
制
化
を
園
舎
に
要
請
し
た
。
政
府
原
案
は
可
成
br
容
易
に
園
舎
を
遁
過
し
、
十
月
一
日
逼
貨
法

ハ
E
Z
E車
内
陸

B

E
】

Z

C丘
島
HOHC日
F)
第
一
五
傑
り
な
か
に
採
用
さ
れ
た
。
争
議
仲
裁
と
賃
金
調
整
の
J

た
め
に
担
制
調
停
仲
裁
手
績
制



定
擢
を
六
ヶ
月
白
有
裁
期
間
を
限
つ
℃
政
府
に
委
任
す
る
旨
の
命
令
が
成
立
し
た
の
で
あ
V
H
そ
れ
は
人
民
戦
線
政
府
の
労
働
争
議
調

整
制
度
に
謝
す
る
賛
本
家
階
級
白
杢
面
的
反
撃
を
恩
ふ
と
き
、
ま
こ
と
に
大
附
聞
か
つ
劃
期
的
な
規
定
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
在
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
争
議
調
整
の
至
難
さ
白
余
り
資
本
家
階
級
に
妥
協
し
は
じ
め
℃
い
た
プ
ル
ム
は
、
新
し
い
調
停
仲
裁
手
続
が
賢
妓
性
を
保

障
さ
れ
る
た
め
に
は
労
資
の
自
律
に
よ
っ
℃
制
定

1
還
機
さ
れ
る
に
如
く
は
な
い
と
し
て
、
九
月
一
一
=
日
以
来
寸
チ
=
ョ
ン
官
邸
て
開

か
れ

τい
た

C
G
T
と
C
G
P
F
と
の
再
度
白
曾
合

1
「
第
二
女
マ
テ
=
n
Y
曾
議
」
に
、
己
れ
の
究
施
機
構
の
原
案
作
成
を
要
求
す

る
己
と
に
よ
っ

τ、
遁
貨
法
第
一
五
僚
の
認
め
る
委
任
命
令
の
邸
時
制
定
士
差
控
え
た
。
だ
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
賃
金
闘
争
は
ノ

l
k

米
山
郁
宮
市

勝
金
属
産
業
白
大
罷
業
左
ど
を
中
心
に
各
地

K
激
佑
し
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
中
間
居

1
急
進
駐
合
集
の
動
向
一
は
、
強
制
仲
裁
制
の
即
時
賀

胞
を
盆
々
必
要
と
し
は
じ
ゅ
て
円
た
。
か
く
℃
成
熟
し
た
強
制
仲
裁
制
度
成
立
白
必
然
性
は
、
そ
の
後
に
わ
け
る
第
二
次
マ
チ
-
一
ョ
ン

曾
議
の
推
移
に
よ
っ

τ、
現
貫
性
に
特
化
せ
し
め
ら
れ
る
白
て
あ
る
。

担
よ

T
;
晶
霊
世
骨
黛
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
寄
与
自

(
F
E
C
・
雪
ロ
邑
E
H
Z
E
E
5
E
E
E
吉
一
E
5
'
官
官
B
o
E
E
E
u
-
z

n
V
M
E
2
5
2
F
E品
E
E
-
日
E∞
句

-tHis-
参
照
。

*
*
一
九
三
六
年
一

O
且一

H
通
貨
法
第
一
宜
保
第
三
項
に
は
、
「
一
九
三
六
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
お
い
て
一
丸
=
一
六
年
一

O
一
目
に
お
け
る

指
数
に
比
し
生
計
費
が
著
し
〈
騰
貴
し
た
と
き
は
肱
押
は
経
済
骨
議
。
意
見
を
聴
取
し
た
徒
、
参
事
院
の
命
令
に
よ
伸
、
右
の
騰
貴
の
結
果
生
ビ
た

紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
、
大
ヶ
月
の
有
数
期
間
を
も
っ
て
、
賞
金
に
闘
す
る
勝
働
協
約
帳
項
の
作
成
・
究
施
・
お
よ
び
改
正
に
闘
す
る
強
制
調
停

仲
裁
手
績
を
創
設
す
る
こ
と
が
出
燕
る
」
と
定
め
て
あ
っ
た

Q
-
c
o
F
「

E日。)。

* 

一
九
三
六
年
指
制
調
停
仲
裁
法
の
制
定

さ

τ
「
一
九
三
六
年
一

O
月
一
日
遁
貨
法
第
一
五
傑
」
は
、
強
制
仲
裁
手
綾
制
定
擦
を
政
府
に
委
任
し
た
。
だ
が
勢
資

ω自
主
的
協
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隼

抗

ノ1

調
を
期
待
す
る
プ
ル
ム
は
、
己
れ
の
制
定
を
第
二
次
マ
チ
E

ヨ

Y
合
議
の
成
果
に
ま
た
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
期
待
は
忽
し
か
っ

た
。
経
済
的
自
由
と
所
有
権
・
財
産
権
の
擁
護
を
楯

K
、
持
働
者
側
の
一
切
の
要
求
を
桓
ま
う
と
す
る
安
本
家
階
級
I
C
G
P
F
の
反

撃
に
よ
っ
て
、
政
府
の
努
力
が
全
面
的
に
反
撃
さ
れ
た
か
ら
て
あ
る
。

C
G
P
F
舎
長
ジ
旦

l
の
、
ブ
ル
ム
宛
の
一

O
月
一
八
日
附
書
簡
は
、
「
政
府
が
法
と
財
産
と
現
行
契
約
と
を
勢
働
者
側
に
愈
重
せ
し

め
え
在
い
限
り
、
新
し
い
勢
働
零
時
繭
調
繋
正
J

織
に
同
意
出
来
志
い
」
と
砕
叫
べ
て
い
る
(
凶
官
官

-
E・
E-
呂田町)。

営
面
の
罷
業
を
政
府

が
即
時
拾
散
し
た
い
限
り
、
如
何
た
る
交
訪
に
も
際
じ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
、
勢
働
者
階
級
の
政
治
的
叡
智

に
基
く
品
市
議
拾
牧
工
作
が
益
々
積
極
化
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
時
に
お
い
て
て
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
た
い
。
使
用
者
側
の
か
か
る

一
方
的
態
度
に
激
昂
し
た
C
G
T
代
表
は
C
G
T
提
案
が
「
反
動
と
大
企
業
家
」
の
手
に
よ
っ
て
担
否
さ
れ
た
と
し
て
、

ネ

と
強
調

「
若
し
彼
等

が
反
劉
を
綾
け
る
た

b
ば
政
府
は
責
任
を
も
っ
て
強
制
仲
裁
制
の
拍
車
入
に
営
る
べ
舎
で
あ
る
し

る
と
と
も
に
、
マ
チ
ユ
ョ
ン
合
議
の
成
功
の
た
め
に
岱
々
執
捌
か
っ
柔
軟
た
努
力
を
積
極
化
し
た
。
そ
の
結
果
、
九
月
一
吉
一
日
以
来
二

(吋

E
℃

F
E戸
同

∞

u

]

話
。
)
す

ヶ
月
余
り
に
亙
る
政
府
と
勢
働
者
の
努
力
は
、
強
制
仲
裁
笈
施
機
構
白
原
案
を
含
む
幾
つ
か
の
黙
に
沿
い
て
貨
を
結
び
は
じ
め
、
舎
議

は

一
月
二
六
日
迭
に
最
終
協
定
調
印
の
一
運
び
に
ま
で
到
達
し
た
の
ゼ
あ
る
。
然
る

K
、
第
一
決
マ
チ
ニ
ョ
ン
協
定
に
署
名
し
た
こ
と

を
深
く
後
侮
し
て
い
た
C
G
P
F
は
、
最
終
協
定
の
調
印
を
理
不
意
K
も
担
絶
し
て
、
調
印
の
直
前
(
一
時
間
酷
り
前
)
に
な
っ
て
突
然

-m

半

、
舎
議
か

b
の
脱
退
を
官
一
言
し
た
。
最
終
協
定
が
締
結
さ
れ
な
い
限
り
、
部
分
的
た
妥
協
や
同
意
な
ど
の
一
切
が
放
力
を
も
ち
え
な
い

こ
と
は
い
う
ま
て
も
な
い
。
モ
の
需
に
と
そ
彼
等
は
突
然
に
も
曾
議
を
一
方
的
に
決
裂
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

キ
労
働
者
側
の
か
か
る
菌
度
に
謝
し
て
資
本
家
側
は

J
C
G
T
は
仲
裁
制
度

r
お
い
て
審
判
官
と
常
事
者
の
双
方
の
行
動
を
意
闘
し
て
い
る
」
と
ま

で
強
排
L
て
、
現
制
仲
裁
制
の
成
立
を
拒
ん
だ
。
(
司
自
同
封
印
。
宮

H
P
E
a
o
)



キ

*
C
O
F
F
は
，
庇
退
理
由
と
し
て
、
付
政
府
の
勢
働
争
識
に
潤
す
る
無
闘
心
さ
、
仲
彼
等
が
曾
議
の
胃
頂
点
目
p
h

要
求
し
て
い
た
「
財
官
権
擁
設

規
定
」
が
、
最
終
協
定
の
前
丈
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
を
あ
げ
た
が
、
そ
れ
は
脆
涯
の
長
官
を
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
(
戸
匂
岳
)

か
く
て
そ
の
期
待
主
完
全
に
裏
切
ら
れ
た
ブ
ル
ム
は
、
迭
に
意
を
決
し
て
猫
自
の
立
場
か
ら
(
何
世
論
、
そ
れ
は
さ
き
に
ア
チ
一
一
ヨ
ン
の
小

雪
国
曾
が
一
膝
到
達
し
工
い
た
構
想
を
骨
サ
と
ず
る
も
の
で
は
あ
ワ
た
が
)
、
翌
二
七
日
の
議
曾
に
強
制
調
停
仲
裁
制
に
関
す
る
法
案
を
提
出
し

た
。
そ
れ
は
仲
裁
制
度
を
も
っ
て
一
切
の
集
圏
的
勢
働
紛
手
(
ス
ト
ラ
イ
キ
お
よ
び
ロ
ヅ
グ
ア
ウ
ト
)
に
代
え
ん
と
す
る
ま
己
と
に
大
路
な

も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
政
治
的
経
済
的
危
機
白
深
佑
を
前
に
し
て

ω第
働
争
議
の
瀕
震
と
務
賛
閉
山
深
刻
た
封
立
と
に
苦
慮
し
、
世

曾
平
和
の
急
速
な
回
復
を
希
求
し
て
い
た
議
曾
に
は
、
も
は
平
己
れ
に
封
ず
る
原
則
的
た
反
釘
の
撃
は
少
く
、
な
か
で
も
下
院
第
働
委

員
舎
は
、

政
府
法
案
主

「
省
事
者
自
利
害
を
高
度
な
園
家
的
利
盆
に
一
致
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
」

(
委
員
長
ア
ル
ベ
ル
・
ポ
1

ラ
ン

k
p

冒
己
自
の
報
骨
i
l
t
(
口
E
白

Z
P
り

o
p
r
E
8・1

円
。
目
官
、
)
政
府
法
案
が
裁
可
さ
れ
る
と
き
、
ゼ
あ
る
と
さ
え
稲
揚
し
た
。
そ
れ
は
資
本

家
階
級
の
反
射
に
上
づ
て
危
機
に
瀕
し
て
い
る
人
民
職
線
祉
舎
H
経
済
政
策
に
新
し
い
活
路
を
拓
く
も
の
と
な
ろ
う
c

だ
が
高
事
が
好
都
合
に
行
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
法
案
審
議
過
程
の
進
展
と
と
も
に
、
上
院
の
反
人
民
戦
線
源
を
擦
黙
と
す
る
反

封
派
活
動
が
積
極
化
さ
れ
は
じ
め
た
か
ら
て
あ
る
。
彼
等
は
、
法
案
に
は
将
来
の
罷
業
に
た
い
す
る
規
制
に
つ
い

τ政
府
の
見
解
が

不
明
確
で
あ
る
と
し
、
仲
裁
質
施
に
よ
っ
て
政
府
は
闘
民
経
済
の
諸
活
動
を
モ
の
濁
占
的
左
統
制
(
経
済
統
制
、
野
務
統
制
)
の
下
に

ポ

置
己
う
と
し
て
い
る
と
ま
で
批
難
し
た
。
宮
司
自
し
)
経
済
的
自
由
H
企
業
経
替
の
自
由
・
資
本
白
秘
匡
に
は
指
一
ー
本
を
も
鯛
れ
さ
せ
て

は
な

b
な
い
と
hv
う
の
で
あ
る
。
更
に
仲
裁
手
続
の
運
踏
に
参
加
す
べ
き
第
働
者
代
表
に
闘
し

τも
ま
た
、

C
F
T
C
の
存
在
を
無
税

し
て
こ
れ
を
C
G
T
に
の
み
濁
占
さ
せ

τは
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
た
(
と
こ
で
、
人
民
職
組
運
動
嵐
開
以
束
、
時
に
比
年
夏
以
掠
の

C
F
T

ホ
珠

C

の
分
裂
主
義
的
策
動
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
う

1
l前
節
参
照
)
。
更
に
幾
つ
か
の
反
射
論
を
あ
げ
る
と
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
れ

b
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代
フ
ラ
γ
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量君

四
O 

iJ玉
、

「
マ
チ
ニ
ョ

Y
の
復
讐
」
に
狂
奔
す
る
資
本
家
階
級
世
代
表
し
た
も

ωで
あ
っ
た
こ
と
も
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

*
使
用
者
は
、
雇
傭
解
雇
よ
り
v

生
じ
た
掛
晶
子
に
仲
裁
設
定
が
適
用
さ
れ
る
と
止
を
恐
れ
、
「
紐
轡
擢
侵
害
」
だ
唱
と
し
た
。
と
れ
は
昔
時
、
瀕
々
k
し

て
行
わ
れ
て
い
た
反
組
合
政
策
た
る
不
骨
解
雇
を
正
背
化
す
る
た
め
の
努
力
に
他
な
b
な
か
っ
た
正
い
わ
れ
て
い
る
。
(
町
八
七
ペ
ー
ジ
)

市
本
反
針
抵
は
、
強
制
仲
裁
制
定
権
を
(
武
質
的
に
)
政
府
の
手
か
ら
輩
ふ
た
め
、
仲
裁
人
の
任
命
植
を
政
府
に
掴
占
さ
せ
て
は
な

ιな
い
と
L
、

仲
裁
人
を
政
府
閣
僚
で
充
て
て
は
な
ら
な
い
唱
と
す
る
な
E
種
々
蜜
策
し
た
ロ
(
戸
司
自
)

本

己
れ
ら
む
反
封
論
、
を
か
て
も
上
院
の
執
劫
な
妨
害
と
反
封
に
業
を
煮
干
し
た
プ
ル
ム
は
、
拍
車
に
一
二
月
二
七
日
、
産
業
平
和
回
復

の
た
め
に
最
も
必
要
な
こ
れ

b
u調
停
仲
裁
制
度
を
否
定
す
る
反
封
振
の
非
主
難
詰
し
、

故
に
、
-
:
ア
ラ

Y
ス
圏
内
の
産
業
平
和
こ
そ
が
今
日
D
世
界
平
和
白
重
要
注
僚
件
と
な
ワ
て
い
る
が
故
に
、
L

「
我
々
は
産
業
平
和
白
回
復
を
希
望
す
る
が

強
制
仲
裁
制
度
の
確

立
が
不
可
避
で
あ
る
と
の
強
硬
な
意
志
表
示
を
行
っ
た
。
戦
争
か
平
和
か
。
己
白
決
定
的
危
機
を
前
に
し
て
は
上
院
も
ま
た
徒
b
た
反

封
一
派
活
動
を
横
行
し
え
ず
、
そ
の
結
果
、
原
案
上
提
以
来
三
四
日
闘
の
一
一
一
月
三
一
目
、
迭
に
新
し
い
調
停
仲
裁
法
|
|
強
制
調
停
仲
裁

法
が
、
有
数
期
聞
を
六
ヶ
月
(
抗
期
通
常
国
曾
開
官
の
目
ま
さ
に
限
る
と
い
う
保
件
づ
き
て
雨
院
を
通
過
す
る
に
至
っ
た
。
「
集
国
的
勢

働
粉
争
の
調
停
仲
裁
に
闘
す
る
一
九
〕
一
六
年
一
二
月
三
一
日
法
」
が
成
立
し
た
白
で
あ
る
。

氷
上
院
は
、
一
丸
三
六
年
以
前
に
選
撃
さ
れ
て
い
た
錦
、
政
府
は
過
ヰ
設
の
支
持
を
え
て
い
な
か
っ
た
。
プ
ル
ム
内
閣
に
封
ず
る
上
院
の
牽
制
に
つ

い
て
は
、
同
晶
2
p
-
V
E
r
a
-
E昌
】
W
E
E
m
g
o
量
o
F
E岳

F
R
Z
-
J
v。}E
邑

m
E
B
H
O
E
Zユ
可
・
口
同
(
巴
当
)
・
唱
曲
目
H
J
ω

む
参
照
。

と
己
ろ
て
同
法
は
、
凡
て
の
集
圏
的
勢
働
紛
争
を
争
議
行
需
(
ス
ト
ラ
イ
キ
ゐ
よ
び
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト

)
K先
立
つ

τ調
一
停
仲
裁
手
槙

に
強
制
的
に
附
托
さ
せ
る
た
め
白
原
則
を
定
め
る
も
り
て
、
調
停
機
関
の
設
置
陀
つ
い
て
は
同
法
に
基
い
て
出
さ
る
べ
き
政
府
命
令
に

、
、
、
、
、
*

譲
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
政
府
命
令
が
翌
年
一
月
一
六
日
に
制
定
さ
れ
た
と
き
、
フ
ラ
Y

ス
弊
働
政
策
史
上
は
じ
め
亡
の
強
枇
仲
裁
制

度
が
勢
働
者
階
級
の
玄
持
白
も
と
に
成
立
す
る
に
至
っ
た
白
で
あ
る
。



本
成
立
法
に
基
く
強
制
仲
裁
貨
施
に
つ
い
て
「
は
じ
b
て」

k

い
ふ
。
第
一

JR
ト
人
戦
中
に
軍
事
産
業
の
罷
業
禁
止
の
た
め
、
世
府
命
令
に
よ
っ
て
、

噛
時
務
働
政
策
の
一
環
と
し
て
強
制
仲
裁
が
一
時
貨
施
さ
れ
た
乙
と
が
あ
る
か
ら
。

四

強
制
仲
裁
制
度
成
立
の
意
義
と
展
望

か
く
て
強
制
仲
裁
制
度
は
成
立
し
た
。
一
切
の
勢
働
争
議
は
、
営
事
者
聞
の
勢
働
協
約
が
調
停
仲
裁
千
曲
酬
を
定
め
て
い
る
と
き
は
協

約
の
手
績
に
従
い
、
然
ら
ざ
る
と
き
は
凡
て
園
家
の
定
め
る
調
停
仲
裁
手
続
に
附
托
さ
れ
ね
ば
た
ら
な
い
己
と
と
左
ワ
た
。
己
白
手
綾

は
既
に
褒
生
し

τい
る
争
議
に
射
し
で
も
遮
用
さ
れ
、
そ
の
場
合
営
事
者
は
調
停
仲
裁
手
績
の
開
始
と
同
時
に
復
業
お
よ
び
企
業
再
開

白
義
務
を
負
う
べ
く
定
め
ら
れ
た
。
因
み
に
、

「
仲
裁
は
営
事
者
双
方
の
権
利
ず
た
は
ち
、
財
産
構
、
圏
結
構
、
個
人
の
自
由
、
努
働

白
自
由
、
園
結
D
自
由
を
隼
重
し
、
雇
傭
の
場
所
に
お
い
て
協
調
の
雰
園
祭
主
醸
成
す
る
如
き
公
正
な
附
労
働
諸
保
件
白
確
立
を
目
的
と

し
」
、
モ
の
裁
定
は
上
訴
を
許
古
れ
ず
拘
束
力
士
有
す
る
。
す
社
は
ち
、
調
停
仲
裁
賢
施
に
よ
る
阻
円
安
協
調
白
強
制
的
確
保
を
も
っ
て
一

切
の
労
働
争
議
に
代
え
ん
と
す
る
の
ぞ
あ
る
。
ま
己
と
に
ア
ラ
Y

ス
勢
費
関
係
に
沿
い
て
劃
期
的
か
っ
極
め
て
大
路
左
措
置
で
あ
っ
た

ホ

と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
れ
が
、
従
来
一
貫
し
て
努
働
基
本
構
た
る
闇
結
日
田
開
業
構
を
守
る
た
め
に
此
制
度
成
立
に
反
謝
し

つ
づ
け
て
来
た
勢
働
者
階
級
(
C
G
T
)
に
よ
っ
て
、
要
請
さ
れ
た
と
い
う
事
貨
の
な
か
に
こ
そ
、
プ
ル
ム
内
閣
持
働
政
策
の
全
確
系
に
b

い
て
占
め
る
強
制
仲
裁
法
心
意
義
と
役
割
士
見
出
ナ
ペ
き
で
あ
ろ
う
。

* 
担
論
、
フ
ラ
ン
ん
に
こ
れ
ま
で
強
制
仲
裁
制
宜
施
の
企
聞
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
y

ス
最
初
の
持
働
手
議
開
整
立
法
た
る
一
八

九
ニ
年
法
民
基
〈
任
意
調
停
制
度
の
不
振
を
克
服
す
る
た
め
、
一
九
O
O
年
内
ワ
ル
デ
ッ
ク
・
ル
ソ
1
世
案
(
ス
ト
ラ
イ
キ
の
開
対
に
は
努
働
者
の

間
密
投
訴
を
要
す
る
ー
と
の
規
定
)
以
革
、
一
九
一

O
年
四
プ
P
ア
ン
法
案
、
一
丸
ニ
O
年
内
ミ
ル
ラ
ン
法
案
、
一
九
ニ
五
年
り
デ
ユ
ラ
フ
I
法
案
な
ど

が
交
々
提
出
さ
れ
た
。
と
れ
p
b

が
成
立
し
な
か
っ
た
と
唱
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
酒
、
法
案
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
除
目
的
MF(唱
)
旨
富
田
哲
且
印
彦
、

現
代
フ
ラ
ン
ヌ
第
働
政
策
且
の
一
割
期

第
七
十
六
桂

O 

第

披

四



現
代
フ
一
フ

Y
ス
努
働
政
策
尻
町
一
割
期

第
七
十
六
告

。
四

事

披

四

B
P比
H
P

問
。
昔
5
】
自
門

SEω
円。】

-
E
F
皆
同
J
H
2
P
H

【
宅
己
H
C

参
照
。

既
に
遮
へ
た
如
く
C
G
T
の
要
請
は
、
資
本
家
階
級
の
反
撃
と
争
議
の
激
化
と
の
結
果
、
勢
働
者
と
中
間
属
と
の
聞
の
同
盟
に
ヒ
ピ

が
入

U
は
じ
め
た
己
と
に
射
す
る
自
己
防
衛
に
、
し
か
も
自
己
犠
牲
に
基
く
も
の
ゼ
あ
っ
た
。
ア
ア
Y

ス
ム
の
危
機
と
資
本
の
攻
撃
に

抗
し
て
人
民
散
線
心
結
束
を
守
る
た
め
に
は
、
品
目
働
者
階
級
は
如
何
た
る
犠
牲
を
も
惜
し
ん
ぞ
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
こ

と
に
人
民
戦
線
と
は
大
教
の
累
進
的
向
上
で
あ
り
、
世
曾
平
和
の
担
制
で
あ
っ
た
。
だ
が
同
時
に
、
己
の

C
G
T
要
請
が
、
肢
に
慶
質

し
は
じ
め
て
い
た
と
は
W
え
人
民
戦
線
政
府
H
プ
ル
ム
内
閣
の
も
と
な
る
が
故
に
、
自
ら
に
有
利
な
仲
裁
裁
定
を
確
保
し
え
よ
う
と
の

安
堵
感
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
疑
え
な
い
。
第
働
者
階
級
は
、
自
己
に
有
利
投
裁
定
を
使
用
者
側
に
強
制
す
ふ
こ
と
に
エ

っ
て
、
宰
議
行
居
地
K
訴
え
る
こ
と
な
く
第
働
僚
件
の
維
持
改
善
を
園
ろ
う
と
し
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。
か
く
て
新
し
い
調
停
仲
裁
法

制
定
の
賛
義
は
、
政
府
に
と
っ
て
も
ま
た
、
第
一
に
は
枇
曾
平
和
の
強
制
的
確
保
、
第
こ
に
は
人
民
戦
線
勢
働
政
策
の
危
機
射
開
策
、

そ
れ
の
執
桁
の
強
制
的
確
保
と
い
、
っ
鮪
に
か
か
っ
て
い
た
と
は
い
ば
ね
ば
左
ら
一
社
い
。

* 

世
背
骨
鼎
樹
関
誌
「
人
民
」
の
一
丸
三
六
年
二
一
月
二
日
境
が
「
強
制
仲
裁
法
案
は
酔
曾
化
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
」
と
遮
べ
た
と
と
は
こ
れ
を
裏
書

き
す
る
も
の
で
あ
る
う
。
(
円
四
吋
唱
己
E
F
ロ2
P

H

C

∞
⑦
)

然

b
ば
、
か
か
る
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
た
強
制
仲
裁
法
は
よ
く
そ
の
究
奴
性
を
保
障
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
法
の
運

用
の
具
情
的
過
程
世
見
た
け
れ
ば
た
ら
左
い
。
と
己
て
は
紙
教
の
制
約
上
、
二
年
後
の
一
九
三
九
年
初
頭
以
来
の
主
要
持
働
組
合
の
鼠

制
仲
裁
制
度
に
封
す
る
態
度
を
一
不
し

τ介
析
に
代
え
よ
う
。

一
九
三
六
年
法
は
そ
白
後
一
一
、
三
度
白
「
改
正
」
を
受
け
て
一
九
三
九
年
に

至
る
。
キ
し
て
一
九
三
九
年
早
春
の

C
G
I
ノ
I
片
岡
脚
支
部

(
E
E
E官
号
S
E
E
n
E
2
0
5
h
の
斗
)
の
盤
明
は
一
一
百
う
。

「
強
制

仲
裁
法
は
営
初
は
満
足
す
ベ
#
も
の
で
も
あ
り
有
用
で
あ
っ
た
が
、
労
働
者
の
同
意
な
し
の
改
正

K
よ
り
、
そ
の
性
質
を
出
世
化
さ
せ
た



:
・
」
と
。
強
制
仲
裁
制
度
が
附
労
働
組
合
運
動
弾
摩
の
武
器
に
な
り
は
じ
め
た
と
の
撃
は
随
所
に
た
か
ま
っ
た
。
モ
れ
は
比
年
七
月
の

出
服
勢
働
組
合
(
忠
常

E
E
士】し
5
0〉
大
曾
に
お
い
て
強
制
仲
裁
法
撒
駿
の
要
求
に
ま
で
昂
ま
っ
た
。
強
制
仲
裁
制
度
の
登
起
人
と

も
い
う
べ
き
C
G
T
が
、
今
や
強
制
仲
裁
法
撤
療
の
狼
煙
を
上
げ
た
の
で
あ
る
。
己
の
事
情
乙
そ
強
制
仲
裁
制
度
の
軌
跡
と
そ
の
本
質

を
示
す
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
だ
が
こ
れ
ら
の
貼
に
つ
い
て
の
考
察
は
別
稿
に
一
議
ら
な
け
れ
ば
な
ら
左
い
。

「
本
文
中
に
一
々
記
載
す
る
こ
と
の
煩
去
さ
け
る
た
め
、
こ
と
に
主
要
な
参
考
文
献
を
一
括
し
た
。
な
お
、
害
名
の
あ
と
〆

主
要
参
考
文
献
(/

の

括

弧

内

の

ロ

ー

マ

数

字

目

、

本

文

中

記

載

の

文

隊

呑

拡

を

一

訴

す

も

の

と

す

る

。
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